
  

令和５年度 品川区青少年問題協議会 

令和６年２月５日 

次      第 

                                

１ 報 告 事 項 

 

（1）令和５年度品川区青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活への 

ガイドブック）作成委員会の報告＜青少年健全育成冊子作成委員会＞ 
                               ･････････（資料.1） 

                 
 (2) 令和５年度品川区青少年対策地区委員会の活動状況＜青少年対策地区委員会連合会＞ 

      ･････････（資料.2） 

       

(3) 令和５年度 幼児･児童･生徒の健全育成推進活動報告＜品川区立学校長会＞ 

       ･････････（資料.3） 

                       

(4) PTA 活動における青少年健全育成と今後の活動 

＜品川区立小学校ＰＴＡ連合会、品川区立中学校ＰＴＡ連合会＞ 

       ･････････（資料.4） 

       

(5) 品川区における少年非行の概況＜大森少年センター＞       ･････････（資料.5） 

       

(6) 東京都品川児童相談所の事業の現況＜品川児童相談所＞        ････････（資料.6-1） 

  品川区子ども家庭支援センターの現況             ････････（資料.6-2） 

 

２ 協 議 事 項 

  (1) 品川区子ども計画の策定について                     ･･････････（資料.7） 

 

 (2) 令和６・７年度品川区青少年健全育成基本方針について     ･･････････（資料.8） 

 

(3) 令和６年度品川区青少年健全育成夏季パンフレット作成委員会の設置（案） 

                                   ･･････････（資料.9） 

 

(4) 令和６年度品川区青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活への 

    ガイドブック）作成委員会の設置（案）             ･････････（資料.10） 

                                           

３ そ の 他 
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令和６年度  

青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活へのガイドブック）

作成委員会の設置について（案） 

 

１ 目 的 

  小学校卒業・義務教育学校（前期課程）修了を控えた子どもと保護者に、中学校・

義務教育学校（後期課程）生活を正しく理解してもらうことを目的として、＜中学

校・義務教育学校（後期課程）生活へのガイドブック＞を作成する。 

 

 

２ 委員の構成 

（１）区立中学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表 １名 

（２）区立小学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表  １名 

（３）区立中学校ＰＴＡ連合会代表              １名 

（４）青少年対策地区委員会代表             １名 

（５）青少年委員代表                  １名 

（６）女性･青年代表                   １名 

（７）大森少年センター所長               １名 

（８）子ども未来部（子ども家庭支援センター）      １名 

（９) 教育委員会事務局（教育総合支援センター）     １名 

計 ９名 

 

 

３ 開催時期 

   １１月頃に２回予定 

 

 

 

４ 発行予定部数  

   ５，５００部 

 

 

 

 

                     【品川区青少年問題協議会事務局】 

                   子ども未来部子ども育成課庶務係 

                   電 話 ５７４２－６７２０ 
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令和５年度 品川区青少年対策地区委員会の活動状況 
 

  令和５年度の地区委員会の活動を下記のとおり報告いたします。 
 

１．地区委員会連合会の活動について 

 
① 地区委員会連合会コミュニティ・スクール（６月６日実施） 

 目 的：健全育成指導者・関係者の青少年健全育成に関する知識の向上。 
    

② 地区委員研修会（６月１７日実施） 
    目 的：地区委員の資質向上と活性化および親睦を図る。 
    

③ 中学生の主張大会（１２月９日実施） 
    目 的：中学生の自立性・社会性を育てる機会とするとともに、地域の青少年 

健全育成指導者等が中学生に対する理解を深める。 
 

④ スポーツ交流事業（２月３日実施予定） 
    目 的：各種スポーツを通じて、各地区の意見交換および親睦を図る。 

 

２．これまでの青少年育成活動の状況 

１３地区の地区委員会では約１２０事業を年間で実施し、地域の子ども・大人・

地区委員などが事業を通じて交流を図っている。青少年育成活動の状況が分かるも

のとして、今回は品川第一地区の令和５年度実施済み事業を紹介する。 
 

【品川第一地区委員会】 
①地区委員会 研修会 
◆ 開催日・場所  令和５年５月１３日（土） 

            角川武蔵野ミュージアム・物産館 YOT－TOKO〈視察〉 

      (150 分)～料亭 美好〈昼食〉(60 分)～所沢航空発祥 

       記念館〈見学〉(90 分) 

◆ 参  加  者  ２２名（うち相談役 ３名） 
◆ 内    容   初めての訪問場所である角川武蔵野ミュージアムを中心に、

「所沢のまちづくりと多様な文化に触れる！」というテーマで

研修を行った。ミュージアムのシンボルである『本棚劇場』で

は、読むだけの本ではなく驚きや遊びを具現化することで多様

な発想を柔軟に取り入れることの大切を学んだ。次に訪問した

所沢航空発祥記念館は今年開館 30 周年を迎え、多様な角度か
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ら「飛ぶ」を感じることができた。参加者からは楽しかったと

いう感想を多数寄せられた。 
 
②親子で行く！秋の日帰りバスハイク２０２３ in 伊豆 
◆ 開催日・場所  令和５年１１月１９日（日） 

三島スカイウォーク～酪農王国オラッチェ 
～伊豆わさびミュージアム～道の駅伊豆ゲートウェイ函南 

◆ 参  加  者  ８２名（うち地区委員１４名） 
◆ 内    容   静岡県伊豆半島を舞台として、約４年ぶりにバスハイクを実

施した。最初に、三島スカイウォークに向かい、日本一長いつ

り橋を渡った。次に、酪農王国オラッチェでは、バーベキュー

とバター作り体験を行った。最後に、伊豆わさびミュージアム

と道の駅伊豆ゲートウェイ函南に行き、わさびの勉強や買い物、

蛇口ヨーグルト体験を行った。当日は天候に恵まれ、無事に事

業を行うことができた。また、事業終了後には、アンケートを

通じて参加者から喜びの声が多数寄せられたことから、今回の

事業は非常に満足度の高いものとなった。 
 
③親子ボウリング大会 
◆ 開催日・場所  令和５年１２月１６日（土） 

            品川プリンスホテルボウリンセンター 
◆ 参  加  者  １１３名（うち地区委員１６名） 
◆ 内    容   品川プリンスホテルボウリングセンターにて、親子ボウリン

グ大会を開催した。参加者が低学年の部(1～4 年生)、高学年の

部(5～9 年生)、大人の部の 3 部門に分かれ、各部ごとに 2 ゲ

ームの合計スコアで順位を競い合い、上位入賞者にはトロフィ

ーや表彰状等、また、飛び賞やブービー賞の景品が贈呈された。

昨年と比べて新型コロナウイルス感染症の影響による制限も

なくなり、参加者同士でハイタッチしている様子も伺え、親子

で楽しめた事業となった。 
 

３．今後の取り組みの視点 

青少年を取り巻く状況は、価値観の多様化やライフスタイルの変化、情報化社会の

進展などにより、ますます複雑多様化している。品川区青少年対策地区委員会は、こ

のような社会環境の変化を注視しつつ今後も青少年健全育成活動の実施に努めてい

く。 
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令和５年度 幼児・児童・生徒の健全育成推進活動報告 
品川区立学校長会 

 

１ 本年度の活動の概要 

品川区立保育園・幼稚園、小・中学校、義務教育学校は、区民の信頼と期待に応えるため、「品川

区立学校教育要領」および「乳幼児教育プログラム『のびのび育つしながわっこ』等に基づき、家

庭・地域・行政諸機関との連携を強化し、幼児・児童・生徒の健全育成を進めてまいりました。 

 

２ 活動内容報告（概要） 

（1）いじめの問題への対応 

すべての学校・教職員は、いじめについて、「いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されま

せん。いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得ます。」（品川区いじめ根絶宣言より）と

捉え、常に粘り強く取り組んでいかなければならない課題であると考えています。 

そのため、各校においては、以下のような取組を実施しました。 

ア 「品川区いじめ防止対策推進条例」「学校いじめ防止基本方針」に基づく組織的対応の確立 

  ・いじめの理解や防止等に関する基本的考え方などの共通理解、重大事態への対処などの校内 

いじめ対策委員会を中心とした迅速な対応と研修会の実施 

イ 品川学校支援チーム (HEARTS）との連携について 

・児童・生徒、保護者の悩みや不安に対する専門家の支援 

・多面的な支援を行うための報告・連絡・相談の徹底 

ウ いじめのない学校づくりを目指した校内体制の確立 

・無記名による生活アンケート調査、学校独自の記名式アンケート、学級診断アセスメント、 

アイシグナル、スクールカウンセラーの５年生、７年生全員面接、目安箱・専用電話等 

・市民科の授業によるいじめを防ぎ解決する力の育成 

・「ふれあい（いじめ防止強化）月間」の取組（６月・１１月） 

・児童・生徒自身の力で学校生活を改善していく取組 

〇各学校の児童・生徒会が作成する各学校独自の「いじめ根絶宣言」 

〇各学校の児童・生徒役員が参加する児童・生徒会役員懇談会を毎年実施 

〇いじめに係る再認識や防止及び解決を図るための「いじめ防止バッジ」の着用等 

エ 様々な偏見や差別、いじめを生まないための指導の徹底 

   ・支援が必要と思われる児童・生徒の早期発見・早期対応のためのアンケートの実施 

   ・児童・生徒の気になる様子について教職員間で情報の共有 

   ・スクールカウンセラーによる面接の実施 

   ・いじめ防止などに係る校長講話の実施 

 

(2)生命尊重教育の推進 

ア 命を大切にする教育の推進 

・校長会が一つとなり、今後も児童・生徒に命を大切にする教育を進めていく。 

・市民科授業や朝会講話等、学校生活の様々な場面で生命尊重の教育を充実する。 

・校内研修を実施し、全教職員が児童・生徒理解に努め、迅速な組織的対応を図る。 

イ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

・平成３０年２月に配布された「ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための指導資料」及び

ＤＶＤを活用して各学校で授業を行う際、７月上旬に配布した「ＳＯＳカード」（品川保健所・

品川区教育委員会）やタブレット画面での相談機能も使用し、「ＳＯＳの出し方に関する教育」
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に取り組む。 

ウ 児童虐待防止に向けた取組 

・児童虐待防止研修を実施し、児童・生徒を虐待から守り、早期発見および通告義務等について

全教職員に周知徹底を図る。 

 エ 生命（いのち）の安全教育の推進 

・園児、児童・生徒を性犯罪の加害者、被害者、傍観者にさせないために、文部科学省の「生命 

（いのち）の安全教育」のホームページにある教材や、東京都教育委員会の「安全教育・防災 

教育ポータルサイト」の教材を活用し、生命（いのち）の安全教育の推進を図る。 

 

(3) ９年間を見通した一貫教育による健全育成活動の推進 

品川区の一貫教育の理念に基づき、各小・中・義務教育学校では、引き続き９年間を見通しなが

ら、地域全体の児童・生徒の健全育成に努めてきました。 

ア 「品川教育の日」を設定し、区立学校全教員が９年間で児童・生徒を育てる意識をもつ。 

イ 小中・義務教育学校合同生活指導主任会等で、児童・生徒の情報を共有し、指導の連携を図る。 

ウ 不登校傾向にある児童・生徒について、対応の仕方や専門機関（HEARTS、スクールカウンセラ

ー、巡回相談員、主任児童委員、医療機関など）との連携の継続性を重視する。また、長期欠

席児童・生徒が通う適応指導教室と連携して、進路選択を検討していく。 

エ 学校・家庭・地域社会の連携による非行防止、犯罪被害防止教育を推進するため、保護者・地

域住民の参加のもと、計画的、継続的にセーフティ教室を実施する。 

 

(4) 情報モラル教育・情報モラル研修の充実や家庭ルールづくりの推進と啓発 

区内の児童・生徒でも増加しているＳＮＳの交流系サイトなどに起因する問題に対応するため、

児童・生徒、保護者の正しい認識の向上に取り組みました。 

ア 家庭教育学級等を活用した保護者を対象とした情報通信機器の適正な使用方法の啓発 

イ 情報通信機器の安心・安全な取り扱い方などを題材とした市民科授業 

ウ 不適切な利用に対する、保護者・関係機関と連携した迅速な対応 

エ 「ＳＮＳ東京ルール」を踏まえた「ＳＮＳ学校ルール」の策定、「ＳＮＳ家庭ルール」づくり 

の奨励 

 

(5) 「しながわ子育てサポートシート」および「しながわ子育て応援歌」の活用 

ア 家庭教育力チェックシートおよび家庭教育ブックの活用推進 

イ 家庭だけでなく、ＰＴＡ家庭教育学級や地域健全育成運営協議会、保護者会、個人面談等での   

積極的な活用 

ウ 家庭問題（虐待、貧困、病気など）を抱える児童・生徒の支援（様々な機関との連携） 

 

(6) 健全育成に向けた区巡回相談員・都スクールカウンセラー・ＨＥＡＲＴＳの活用  

不登校児童・生徒については、年々増加傾向にあり、本区でも対応策を講じているところです。 

いじめや生活指導上の諸問題の防止の観点も含め、問題の早期発見・早期対応を含めた、スクール

カウンセラー等と教員との連携した取組をさらに進めてきました。 

ア 都費スクールカウンセラーによる５、７年生全員との面接の実施による相談窓口の拡大 

イ 区巡回相談員による実態把握や必要な指示、助言などの具体的な解決に向けた取組 

ウ ＨＥＡＲＴＳによる児童・生徒、保護者、教職員への助言や支援活動の充実 

エ 不登校対策委員会を設置し、不登校についての情報共有と具体的な対策の検討 
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(7) 児童見守りシステム（まもるっち）と地域に守られる児童 

品川の児童の安心安全のトレードマークとなった「まもるっち」のさらなる定着と指導の徹底を

行っていきます。中学生には、「防犯ブザー」を配布しました。 

ア 下校だけでなく、常に携帯する『出かける時は、まもるっち』の推進 

イ 各校のセーフティ教室等で行う、不審者から身を守る犯罪被害防止に向けての指導の徹底 

ウ 多様な世代が日常活動の機会に実施する「ながら見守り」の推進（８３運動など） 

エ 「子ども１１０番の家」の拡大と周知 

 

(8) 交通安全教育の推進 

ア 交通安全教室（歩行、横断など）や自転車安全教室の実施 

イ へルメット着用等の継続的な安全指導、保護者への啓発の強化 

ウ 「交通安全チェックシート」や「ヒヤリハット地図」を活用した安全指導の徹底 

エ 「品川区通学路安全・安心プログラム」に係る取組での通学路の安全性の向上 

 

(9) 保幼小ジョイント期における・保幼小の連携による健全育成活動 

保育園・幼稚園から小学校へのスムーズな接続をめざし、「ジョイント期カリキュラム『しっかり

学ぶしながわっこ』」を基に、区立保育園・幼稚園と連携し、全校で実践してきました。 

ア 双方の指導内容・方法の関連性・系統性をより一層意識した指導 

イ 保幼小で時間や施設を共有するスクール・ステイ事業（平成２３年度より） 

・園児に、学校に親しみをもち、入学後の不安を減少させ、期待を高めさせる 

・園児に、学校に対する憧れと目標を持たせ、自立に向けて前向きな生活を送らせる 

・児童に、交流を通して自己肯定感や自己有用感をもたせ、情緒の安定につなげる 

 

３ 成果と課題 

園長会・小学校長会・中学校長会・義務教育学校長会が一つになり、幼・小・中・義務教育学校の

園長・校長が歩調を合わせながら一体となって活動を進めています。いじめ根絶、児童・生徒の安

全・安心を守る課題に加え、生命尊重についても最重要課題として、関係諸機関と連携しながら取り

組んでまいりました。 

問題行動等については、学校、関係諸機関や地域から、「落ち着いている」、「補導等の件数が少な

い」などの報告がされています。また、地域との様々な交流については、ボランティア活動や地域祭

り、防災訓練などに児童・生徒が積極的に参加する姿が見られています。 

日頃からの地域との連携については、児童・生徒の健全育成の基盤と捉え、緊密な連携を図ってい

ます。各学校が品川コミュニティ・スクールとして、学校を中心に地域ネットワークを形成し、地域

の中でたくさんの挨拶や会話が生まれ、お互いの繋がりを深めています。 

一方、課題として、長期欠席児童・生徒の対応については、今後も早期の働きかけや粘り強い対応

に努め、品川学校支援チーム(ＨＥＡＲＴＳ）や「マイスクール（八潮・五反田・浜川）」とも連携を

進め、課題解決に向けた取組みを進めてまいります。また、保護者とも緊密に連絡を取り合い、本人

の意向を重視しながら進路選択を進めてまいります。 

そして、様々な不安やストレスを抱える児童・生徒・保護者の状況を把握しつつ、いじめ防止や不

登校対策、自殺予防等、健全育成に係る取組みを関係諸機関と協議しながら速やかに課題解決に努

め、学校長会と教育委員会が一体となって取組んでいきます。 

 



 ＰＴＡ活動における青少年健全育成と今後の活動 
品川区立小学校ＰＴＡ連合会 
品川区立中学校ＰＴＡ連合会 

 
・「今年度のＰＴＡ活動における青少年健全育成状況」について 

 
新型コロナウィルス感染のリスクが現象し、社会的制約がほぼなくなり、活動が平時に戻っている状況

です。コロナ禍を経て、P T A 活動そのものをゆっくり見つめ直し、改善の機会としても機能した一年

だったと評価します。青少年の健全な育成の為、P T A として、貢献できるよう努めております。子供

の成長段階を鑑みながら、小学校 PTA、中学校 PTA がそれぞれの役割から以下の事項を取り組みまし

た。 
 
 小学校のＰＴＡでは感染症対策を継続しながら、オンラインとの融合を図るなど工夫を凝らした

イベントや学校行事サポート（運動会や音楽発表会等をインターネット配信）を行っています。教

職員や保護者はリモート会議システムを組み合わせた学校保護者会・ＰＴＡ会議等が定着し、さま

ざまな生活スタイルの保護者が参加できる素地が形成されています。他方で、状況に応じてコミュ

ニケーションを図るために対面の開催も行っております。 
 教育現場にＩＣＴツールが組み込まれ、多様な学習・情報共有が可能となりました。その反面、

子どもたちの健全育成に反したタブレット利用についても報告されています。ＰＴＡでは子どもた

ちのタブレット端末の利用状況を把握しながら、学校長や教育委員会と連携を図り、安心安全なＩ

ＣＴツールの利用を各家庭・子どもたちに引き続き啓蒙していく必要があると考えております。 
 
 【小学校ＰＴＡの主な取り組み】 

活 動 主 催 内 容 
各校イベント 単Ｐ 適宜実施 
家庭教育学級 単Ｐ 保護者向けの教室。オンライン会議の活用。 
ＰＴＡ会長交流 連合 対面＋リモート会議による情報共有が定着。 
しながわドリーム

フェスティバル 
連合 
 

子どもたちの日頃の成果を発表する場として、きゅりあんにて 
開催（１１月）。YouTube 配信を行った。 

 ※その他、各校において児童の安全を守る活動・各種活動が日常おこなわれています。 
 
 中学校の PTA では、直接的に、生徒と一緒に取り組む形ではなく、間接的なサポートが主な活

動となります。生徒の自立を促し、干渉をあまりしない姿勢をとりつつ、学校と地域との連携をな

がら生徒の成長を見守っております。家庭環境は様々ではありますが、保護者自体の家庭での教育

力向上を目指すということで、毎年、地域健全育成運営協議会を実施し、学校と地域と意見交換を

しながら課題に取り組んでいます。4 年ぶりにリアル開催できた学校もあるほど、久しぶりの開催

であったため、経験者がいなく、手探りでの実施となったケースも散見されましたが。過去の事例

を調べつつ、新しい形を模索しながら「今の方法」を見つけて発展をしています。祭礼の復活とと

もに、地域との連携は再び構築され、生徒が地域への関わりを実感をできた。区民祭りや地域のイ

ベントでは、中学生の立場で、ボランティアサポートを行い。地域での自発的な活動の促進と当事
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者意識がついた。 
また、防災面でも中学生は、大人同様、活動に貢献できるため、「自助・共助・公助」をコンセプ

トを意識しながら訓練を行なっています。 
 
また、キャリア体験では、地域のお店や企業に協力をしてもらい、社会での関わりを学習する機会

を提供していただいています。中学生の時分から社会への貢献を体験してもらい、大人へのステッ

プとして、健全な育成が進んでいます。 
 
 コロナ禍で発達したリモート会議や YouTube を活用することにより、学校に単に集まるだけの

活動ではではなく、家庭や外にいながらも効率的にコミュニケーションがはかれている。 
 

 
【中学校ＰＴＡの取り組み】 
活 動 主 催 内 容 

地域健全育成運営協

議会 
単Ｐ 小中・義務教育学校長、主任教諭、町会長、保護司、主任児童委員、民生

委員、地区委員、外部評価委員、青少年委員、校医、幼保園長、児童セン

ター、保護者へ、今年度はリアル開催。 
家庭教育学級 単Ｐ 保護者向けの教室。家庭力の向上が目的。 
ＰＴＡ会長交流 連合 対面＋リモート会議による情報共有が定着。 
専門部研修会 連合 対面での研修会が復活、課題解決や後継者へのスムーズなバトンタッチを

狙いとする交流ミーティングを開催。（1 月 27 日実施） 
活動発表大会 連合 発表校 2 校。変化する環境の中でＰＴＡの取り組みを共有する。 

※祭礼時のパトロールは各校にて開催状況に応じて実施。 
 
※小学校ＰＴＡ連合会と中学校ＰＴＡ連合会では、幹部研修会では、ペップトーク（人を励ますた

めのスピーチスキル）の講演会を行いました。 

 

 
・「青少年健全育成基本方針に基づいた今後の活動」について 

 

P T A として、学校と地域と連携を深めながら、より良い家庭環境の基盤が作れるよう、活動を

して参ります。 

コロナ禍による影響で、不登校の生徒が増えたり、いじめ問題など、メンタルケアがとても重要

な状況になりつつあります。スクールカウンセラーの不足が指摘されている中、どう対応できるか

を学校と地域と協議をしていきます。 

また、教員の働き方改革の影響で部活動地域移行が段階的に実施されており、子どもたちを地域

の力も借りながら育てていく局面がより多くなると予想されます。この二つが当面の課題であり、

適切な対応を家庭、学校、行政と一緒に乗り越えていきたいと思います。 

 



品川区子ども家庭支援センターの現況 令和5年４月１日〜１２月３１日の状況
※ 令和4年は速報値であり、今後変動する可能性があります。

（１）全相談主訴

計 被虐待相談 その他

令和4年 775 617 158 0 3 184 11 973

令和5年 932 747 185 3 3 278 2 1218

（２）被虐待相談 受理状況（経路別）
家族・
親戚

近隣・
知人

児童本人 警察等 都道府県 区市町村
医療機関

等
学校等 その他 計

令和4年 75 55 1 0 162 87 30 142 65 617

令和5年 61 25 4 0 231 111 40 109 85 666

（３）被虐待相談 受理件数（主訴別）

身体 ネグレクト 性的 心理
不明・
非該当

計

令和4年 192 128 5 292 0 617

令和5年 157 152 2 355 0 666

※617件のうち
 調査結果虐待非該当件数 86件

※666件のうち
 調査結果虐待非該当件数 11件

資料No.6-2

養護相談
障害 非行相談 育成 その他 計



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和７年度から５年間 

子ども・子育て支援事業計画 

５． 体 制 図 

６． 策定方法 

〇国の指針や「こども大綱」を踏まえ、現行計画（子ども・若者計画、子育て支援事

業計画）の取り組み状況における課題整理を行う。 

〇子ども・若者や子育て当事者へアンケートやワークショップ、パブリックコメント

等を実施し、子ども・若者からの意見を計画に反映する。 

〇学識経験者等を含めた幅広い委員で構成される「子ども計画策定委員会

催し、計画策定に向けた具体的な検討を進める。 

 

令和 6 年度 令和 7 年度 

アンケート調査   
ワークショップ等  

       パブリックコメント 
   

 
 

７． スケジュール 

令和 5 年 4 月に施行された「こども基本法」の規定により、地方自治体（市区町村）

は、国の「こども大綱」を踏まえた「こども計画」の策定の努力義務が示された。 

そのため、品川区においても「こども計画」を検討することとした。 

こども基本法（Ｒ５年４月策定） 

 

品川区子ども計画 

こども大綱 
子ども・若者計画 

勘案 

一本化 

「こども大綱」が掲げる「こどもまんなか社会」の理念を取り入

れ、すべての子ども・若者のウェルビーイング向上を目指す。 

新 

現行計画 

品川区における子ども施策を総合的に推進するため、現行計画である「子ども・子

育て支援事業計画」および「子ども・若者計画」の 2 つの計画を一本化し、「品川区子

ども計画（仮称）」を策定する。 

こどもまんなか社会（参考） 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは、 

全てのこども・若者が自立した個人としてひとしく健やかに成長することがで

子ども・子育て会議 

（子ども計画策定委員会） 

青少年問題協議会 

庁内 PT 

下記の会議体にて子ども計画策定の検討を行う 

計
画
策

新計画実施 

報告 

関係機関 
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（案） 

 令和６・７年度 

品川区青少年健全育成基本方針 

 

  趣 旨  

 区民の願いは、品川区のすべての青少年が、健全な環境の中で生命の尊重を基盤としなが

ら、生涯にわたって心身ともに健やかで、人間性豊かな大人として成長することです。また、

未来に向かって希望を抱き、目標に向かって努力し続けるとともに、地域社会の一員として

の自覚をもち、やがて社会のよき形成者となっていってくれることを望んでいます。 

 品川区では、平成30年度に品川区子ども・若者計画を策定し、子ども・若者が様々な体験

や交流を積み重ねることで、自立した個人として社会性を育むことができるよう各種施策を

推進してきました。 

一方、今日の子どもたちの状況に目を向けると、時代の急速な変化とともに、家庭や地域

をはじめ、子どもたちをめぐる環境は大きく変わり、社会生活を営む上での困難や新たな課

題に対応できずにいるなど、深刻な状況に直面しています。 

私たち大人は、この子どもたちの現状を踏まえて、子どもたちが様々な活動の中で意欲や

自信をもてるように支援や援助をし、励ます姿勢が求められています。また、昨今では、イ

ンクルーシブやダイバーシティといった言葉が広く社会に浸透してきていることから、こう

した多様性への理解を求めていく姿勢も重要となっています。 

令和５年度に策定された第2期子ども・若者計画の内容を踏まえながら、さらなる施策の

充実を図っていきます。 

 青少年を取り巻く大人や行政の第一の役割は、青少年が自らを正しく理解し、将来の夢を

描き、想像力、判断力、表現力、豊かな人間性や社会性、望ましい価値観などを獲得できる

学習の場や社会参加の機会を継続的に提供していくことです。このため私たちは、これらの

ことの実現に向けて、総合的で一貫性のある施策を具体化していくことが必要であると考え

ます。 

 そこで、品川区では、以下のような『重点目標』を設定し、次代を担う青少年の健全育成

のための諸施策を推進していきます。その際、「一人一人が何ものにもかえがたい大切な存

在」というメッセージを伝えながら、すべてのことの基本となる行動規範として「挨拶をす

る」「時間を守る」「家庭・社会の約束ごと（ルールやマナー）を守る」「家庭・社会の一

員としての役割を果たす」の４点を掲げ、青少年の育成に関わるすべての大人も率先垂範に

努めながら指導にあたっていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 目 標 

１． よりよい家庭環境の基盤づくりを推進する 
２． 家庭・学校・地域および行政の連携を強化する 

３． 青少年の健康な心とからだを育む 

４． 青少年の問題行動・いじめを未然に防止する 

５． 青少年の自立と社会参加を促進する 
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１．よりよい家庭環境の基盤づくりを推進する 

 「おはよう！ 行ってきます！ ただいま！ ありがとう！ 笑顔であいさつ」（青少年

健全育成夏季パンフレットより）家庭は子どもたちの最も身近な社会、心のよりどころとな

るものです。よく、「子どもは、親・大人の姿を見て成長する」と言われています。「人を

傷つけてはならない」「挨拶をする」「時間を守る」「約束を守る」「役割を果たす」とい

った人として、社会人としての良識やマナーを、我々大人が率先して実践することで、子ど

もたちも自然と正しい行動の仕方を身に付けていくことができます。 

 家庭は、いこいの場であるとともに、子どもが社会の一員となるための基本的生活習慣や

生活能力、豊かな情操、善悪の判断力などを身に付ける大切な場であります。親が、日頃か

ら我が子を愛し慈しみ、働くことの尊さを自覚し、社会の一員として真剣に自己啓発に努め

ている姿を子どもに示すことは、子どもの人間形成にとって必要不可欠なことです。 

 しかし、核家族化、少子化、情報化などの進展や物質的な豊かさの中で、親子のコミュニ

ケーションが不足気味になり、家庭内で家事を分担し助け合う機会等も少なくなってきまし

た。その結果、青少年の成長・発達に影響を与える様々な問題が発生し、いわゆる「家庭の

教育力の低下」が指摘されています。加えて、令和２年の春から新型コロナウイルス感染症

が日本でも急速に広がり、「新しい生活様式」という言葉も生まれ、人と人の関係において

今までにない状況を作り出しました。このことは、青少年の育成にも少なからず影響を与え

たと言えます。 

 私たち大人は、青少年の成長にとって親の役割や幼少時からの家庭教育がいかに大切であ

るかを改めて認識する必要があります。それとともに、家庭・地域・学校・行政が連携し、

親の役割や責務を相互に学び、再認識する機会の充実を図ることが大切です。 

  夫婦・親子・家族全員が互いに信頼関係で結ばれ、対話やだんらんを通して温かい心のふ

れあいを深めるとともに、すべての子どもに良識や思いやりの心がいきわたることを願い、

次のようなアクションプランのもと、家庭環境の基盤づくりの推進を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 

※の項目については7ページをご覧下さい 

 

(1)家庭では、親が手本を示す姿勢をもつ 

家庭内の約束ごとやルールを一緒に決め、守らせる 

       家事の分担・お手伝いを決め、責任感を養う 

        家庭内でも互いに挨拶をきちんとする 

        子どもと話をする時間をつくりコミュニケーションを深める 

       大人の都合での、夜遅くまでの外出は控える 

(2)地域では、家族が一緒に参加できる事業・行事の充実を図る  

(3)学校では、保護者との連携を強化し、心のよりどころとなる家庭生活 

のあり方を啓発する 

(4)行政は、 「家庭の日」※（毎月第一日曜日）を広くＰＲし、家族の絆 

       を深める機会を充実する 
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２．家庭・学校・地域および行政の連携を強化する 

依然、不登校の児童生徒数や虐待事案件数は増加傾向にあり、青少年の進路や将来に対す

る不安、情報の氾濫、地域への関心の薄さなど、様々な問題が青少年の生き方や心身の健康

に大きな影響を与えています。各学校と教育委員会は、不登校の問題を重点課題として不登

校対策委員会を設置し、様々な方策を検討し、具体的な対応に取り組んでいるところです。

また、子ども家庭支援センターや地域の保護司、主任児童委員・民生児童委員の方々の連携

も進んでいます。 

 このような状況のもと、大人との信頼関係の強化、地域行事と児童センター事業の連携な

ど、家庭・学校・地域および行政との連携強化が一層大切になってきています。したがって、

親自身が地域の活動や行事に関心を持ち、参加していくことが重要です。 

 青少年の生きる力は、本来は家庭環境や地域との交流の中で培われ、学校における組織的・

計画的教育活動によって補強されていくものです。さらに、家庭・学校・地域が連携して、

それぞれの役割を果たす中で豊かに育っていくものでもあります。青少年対策地区委員会を

中心として、地域内の関係団体や関係機関との会議を設定して、健全育成に成果をあげてい

る地区もあります。また、小学校・中学校・義務教育学校と地域が相互に情報交換し、子ど

もの問題や健全育成に関する具体策と協力連携について協議する地域健全育成運営協議会

※も活発に行われるようになってきています。 

 また、青少年と赤ちゃんのふれあい事業や高齢者とかかわる体験学習等を通して、子ども

を慈しみ育むことや、共に生きることの大切さを体験的に学ぶことも重要です。 

 家庭・学校・地域は、青少年が成長していく上で基本的な生活の場です。したがって、そ

れぞれが共通の考え方や方策をもって、青少年の健全育成や非行防止に努めることが重要で

す。 

これまでの活動をさらに発展させるために、次のようなアクションプランを定め、家庭・

学校・地域および行政の連携強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※の項目については7ページをご覧下さい 

 
(1)家庭では、積極的に学校や地域の行事に参加して連携・交流を深める 

(2)地域では、地域活動の情報発信を強化し、地域活動やボランティアへ 

の参加を呼びかけ、地域の一員であるという自覚を育てて 

いく 

(3)学校では、家庭や地域と協力しながら、地域健全育成運営協議会の 

一層の充実を図る 

(4)行政は、 家庭・学校・地域等の育成団体が連携して取り組む、育成 

のネットワークを支える 
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３．青少年の健康な心とからだを育む 

  令和３年に開催された東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー

（財産）は、引き続き維持・発展させなくてはなりません。 

 また、令和７年度にはデフリンピックが東京で開催されます。聴覚障害への理解促進をは

じめとして、人権の尊重や多様性について深く考える契機とすることが重要です。 

私たち大人は、すべての青少年が、温かい人間関係の中で生き生きと活動しながら、将来

への希望や目標をもち、充実した生活を送る中で、よりよい人格を形成することを目指して

います。しかし、遊び場の減少やそこで遊ぶ仲間の減少、自然や地域の人々とのふれあいの

不足、ＳＮＳ等の問題、家庭での過保護・放任などにより、自立心・社会規範意識などに欠

ける傾向が見られるようになっています。特に虐待を受けた子はその傾向が顕著になります。 

また、近年は発達障害と思われる子どもたちへの特別支援教育の充実が大きな課題となっ

ています。さらには、アレルギー性疾患の増加、生活習慣病の低年齢化などの問題も出てき

ており、バランスのとれた食生活や「食育」の大切さも指摘されています。 

 私たち大人は、青少年を取り巻く諸課題を見つめ、調和のとれた心身共に逞しい発達を遂

げられる環境作りに幅広く取り組んでいかなければなりません。品川区は義務教育９年間を

見据え、小中一貫教育を平成１８年度より全区展開させる中で、「市民科」を設け良き区民

の育成を目指して取り組んでいます。その中で、子どもたちが地域の様々な方々と交流した

り、多様な生活体験・社会体験・自然体験を豊富に積み重ねるなど、「生きる力」を育む機

会を充実させることが大切になってきます。 

また、品川区教育委員会では「オリンピック・パラリンピック教育」を継続するとともに、

子どもたちが運動好きになり、主体的に取り組めるように「品川スポーツトライアル」※や

「ワンミニッツエクササイズ」※を実施し、体力の向上を図っています。そこで、次のよう

なアクションプランのもと、都市に生活する青少年の健康な心とからだを育む取り組みを進

めていきます。 

 

 

 

 

  

※の項目については7ページをご覧下さい 

1)家庭では、「早寝、早起き、朝ごはん」を励行し、生活リズムを整える 

           親子で話す機会を増やす 

(2)地域では、イベントやスポーツをとおして、マナーやルールと思いやり 

       の大切さを伝えていく 

オリンピック・パラリンピックの開催を契機とし、スポーツや 

運動に親しむ活動を活発にし、体力の向上を目指す 

(3)学校では、プラス指向の発想や意欲的な姿勢を育むとともに健康の 

       保持・増進についての基礎知識を習得させる 

(4)行政は、  青少年の活動拠点となる施設整備など、育成環境の充実を行う 
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４．青少年の問題行動・いじめを未然に防止する 

 「ＬＩＮＥ（ライン）で悪口を言われ、いじめにつながった」「スマホ依存症になっている」など

の報告が頻繁に聞かれます。SNSを通じてさまざまなトラブルや事件に巻き込まれることが多発し

ています。スマートフォンや携帯電話を持たせるか否かは保護者の責任ですが、地域や学校は、特に

家庭に対してＳＮＳを利用する上での危険性や、ソーシャルゲームが青少年に及ぼす影響を周知する

とともに、スマートフォン等の使い方についてルールを決める必要性を根気よく説いていくことが大

切です。 

 平成３１年４月には東京都教育委員会の定める「ＳＮＳ東京ルール」が改正されました。この「Ｓ

ＮＳ東京ルール」と合わせて、家庭・学校・地域さらに情報通信関連事業者の連携において提案され

た、携帯電話「しながわアクション」※を普及させていくことも重要です。 

令和４年中に都内において、非行少年として検挙・補導された少年は平成２２年以降連続して減少

しましたが、刑法犯少年は１３年ぶりに増加に転じました。万引きの検挙・補導人員は減少している

ものの、小学生の割合が高い数値を占めており、街頭犯罪の検挙人員の約３人に１人が少年となって

いるなど、その情勢は依然として予断を許さない状況です。 

また、警視庁では「＃ＢＡＮ闇バイト」というキャッチコピーを用いて「個人情報を人質に逮捕さ

れるまで抜け出せない闇バイト」＝犯罪行為の禁止を呼び掛けています。 

私たちは、従来から、防犯パトロール・「８３運動」※の展開などを通じて、児童・生徒の被害防

止、青少年の健全育成と非行防止を図ってきました。さらに子どもたちの安全対策を推進するため導

入した児童を対象とした近隣セキュリティシステム（まもるっち）は、学校・地域・行政の連携を深

めています。 

品川区では「いじめ根絶宣言」※を掲げるとともに、品川区いじめ防止推進条例に基づき、品川区

いじめ防止対策推進基本方針を策定し、いじめ根絶のために全区的な取り組みを行っています。学校

では、品川学校支援チーム（HEARTS）との連携を強化しています。人権尊重・男女平等の精神な

どを踏まえて、子どもたちに「いじめ」が人の心をいかに傷つけるかを理解させる必要があります。

いじめられる側の悩みや苦しみに共感できる心の優しさ、思いやりを育てるとともに、いじめる側の

問題も受け止め、解決を図れるように明るい家庭づくりの推進、保幼小の連携とともに、家庭や学校、

地域の積極的かつ継続した連携が重要です。根絶宣言にもあるように「いじめは許されないこと、い

じめを見過ごさない」をすべての場で、家庭・学校・地域・関係団体そして行政が連携・協力し合い、

次のようなアクションプランのもと、青少年の問題行動・いじめの未然防止を図っていきます。 

 

※の項目については7・８ページをご覧下さい 

 
(1) 家庭では、携帯電話「しながわアクション」のもと、家庭内のルール 

をしっかり定め、子どもたちの情報環境の把握に努める 

(2)地域では、青少年を取り巻く環境浄化運動を推進する 

       見守りネットワークを充実させ、青少年の非行防止に取り組む 

(3)学校では、家庭との連絡を密に取りながら、子どもの様子を相互に掌握 

する関係機関との連携を強化する 

(4)行政は、  関係機関との情報共有をはかり、組織間の連携を強化する 

 

☆すべての機関・団体で、いじめ根絶に取り組む 
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５．青少年の自立と社会参加を促進する 

 「私が初めて参加したのは、町会連合運動会のボランティアスタッフでした。私たち中学

生はスタッフとして様々な係を担当し運動会を支えました」「ボランティア活動のやりがい

はたくさんの笑顔に出会えることです。小学生の頃は楽しませてもらう立場でしたが、スタ

ッフとして人の役に立てたことは自分の喜びにもつながりました」という子どもたちの声が

寄せられています。 

今日、それぞれの地域において各種のグループ・団体の活動やボランティア活動・国際交

流活動など、青少年の社会参加にかかわる諸活動が様々な分野で展開されています。青少年

団体、青少年育成団体、地域団体など、直接青少年の健全育成にかかわりをもつ団体も多く

あります。 

 青少年が様々な社会活動に自主的・自発的に参画して、多くの人々との交流を深め、社会

奉仕や勤労の意義と喜びを体験することは、社会性を身に付け、自立心や協調性、優しさや

思いやりの心を培う上で大事なことです。そのためには、青少年が地域の活動の意義や目的

を自覚して積極的に参加し、中心となって活躍しながら、ともに活動する喜びや感動を分か

ち合うような体験が必要です。 

 最近、地域のまつり・地域清掃・防災訓練など、地域における青少年の社会参加が増えて

いますが、まだ、一部参加に限られています。さらに、家庭そのものが地域の一員としての

自覚を持ち、地域の人間関係の結びつきを強くしていくことが必要です。また、地域の中で

青少年の活躍が必要とされる場をつくっていくことが求められています。 

青少年の社会参加をより一層促進するために、関係諸機関・関係団体が積極的に連携して

情報提供をするとともに、青少年が進んで地域における自己の役割を果たせるように条件整

備を行い、活動の場と機会を拡大していくことが大切です。また、何かと忙しい時代ではあ

りますが、親が意識的に子どもと一緒になって地域活動に参加し、地域との結びつきを強め

ていくことが、子どものよりよい成長のためには、今後ますます必要になってきます。 

 そこで、次のようなアクションプランを設定し、青少年の社会参加の促進を図っていきま

す。 

   

(1)家庭では、まず親が地域行事に参加すること、また家族ぐるみで地域 

行事やボランティア活動に参加するなど、地域の一員とし 

ての自覚を高める 

(2)地域では、親や兄弟と一緒に行動できる交流事業を増やし、中高生の 

ボランティア受け入れを積極的に行なう 

(3)学校では、異年齢の交流活動や地域貢献活動等に主体的に参画するこ 

とを奨励する 

(4)行政は、  スポーツや文化・奉仕活動等を通じて、地域の活動へ参加 

できる環境を整備する 
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（参考） 

●『家庭の日』とは 

品川区では、昭和 49 年 

より第一日曜日を「家庭の 

日」と定め、明るい家庭づ 

くり運動を推進しています。 

「家庭の日」には、家族 

が一緒に過ごす時間をつく 

り、家庭の大切さを見つめ 

直してみましょう。 

 

 

 

●『地域健全育成運営協議会』とは    

「地域健全育成運営協議会」は、学区域内の子どもの問題について、中学校・義務教育学校

後期課程 PTA が主体となり、地域の町会長、保護司、主任児童委員、民生委員、地区委員、青

少年委員、校区教育協働委員、地域スポーツ指導員、校医、幼・保園長や小学校、児童センタ

ー、警察署、消防署、消防団、敬老会、少年野球連盟等との連携・情報交換を通して共通理解を

図り、健全育成に関する具体策と連携協力について協議する場です。また、平成 25 年度より、

いじめ根絶協議会として、いじめ問題に関する情報交換やいじめの防止及び早期発見・解決の

ための協議も行っています。 

 

 

●『品川スポーツトライアル』とは 

運動の日常化を図るための取組として、運動が得意でない児童・生徒でも、休み時間や放

課後、体育の授業など、いつでも、どこでも、手軽にできるダンスなど 12 の運動を共通

種目として設定し、全校で実施しています。この 12 種目は、友だち同士のつながりをも

っと強くするなどの観点から選定しました。難易度もすぐに取り組めるものから難易度の

高いものもあり、幅広く、楽しく取り組んでほしいと願っています。 

 

 

 

●『ワンミニッツエクササイズ』とは 
  ワンミニッツエクササイズは、１分間程度の短い時間で簡単にできる運動です。子どもた

ちの運動する機会が減少している今、学校だけでなく、家庭においても運動する習慣をつく

ることが重要だと考えています。平成 28 年度から全児童・生徒にリーフレットを配布して

います。家庭や学校で活用し、心身ともに健康な生活を送れることを期待しています。１分

間程度でできる簡単な運動【柔軟性、調整力、筋力を高める運動】を、学校や家庭で行うこ

とで、心と体をほぐし、集中力を高めます。 

 

 

●『携帯電話「しながわアクション」』とは 

通話やメール、SNS との接続の手段として、今や日常生活に大きなかかわりをもっている

「携帯電話」。 

家庭は、子どもの豊かな心を育む大切な場所です。 
 

「家庭の日」には・・・ 

・子どもの話をじっくり聞き、コミュニケーションを深めましょう 

・家族一緒に食事をしたり、出掛けたりするなど、一緒の時間をつくりましょう 

・子どもと一緒に野山へ出掛け、自然の素晴らしさを体感しましょう 

・親子で積極的に地域の行事やボランティアに参加し、地域の中で交流を深めまし

ょう 

・離れて暮らしている家族へも電話し、家族の絆を深めましょう 

 

家庭で大切にしたいこと・・・ 

・早寝早起きなど、生活リズムを整えよう 

・家事の分担・お手伝い、門限など家庭内のルールを決めよう 

・家庭内でもきちんとあいさつをしよう 

・携帯電話・スマートフォン・動画配信サイトなど、子どもがどのように使ってい

るか把握しよう 
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 しかし、その利用の仕方によっては、青少年の健全育成上様々な影響を及ぼすものとなっ

ていることも事実です。 

そのような中、成長期にある児童・生徒に対し、情報通信の発達した社会で安全かつ快適

に生活する能力をしっかりと身に付けさせることが重要です。 

それぞれの立場において、責任、役割を認識し相互に連携して、子どもの携帯電話の問題

について積極的に取り組んでいく運動です。 

 

●『８３運動』とは 

８３運動は、児童の登下校の時間にあたる午前 8 時と午後 3 時に、大人が花の水遣りや

買い物、犬の散歩などで意識的に屋外に出て子どもを見守ろうという運動です。 

 平成 17 年度に品川区立小学校ＰＴＡ連合会が中心となって始まったこの運動は、全国

的な広がりを見せています。 

 

「品川区いじめ根絶宣言」 
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風景写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年 (202４年) 3 月 

「令和６・７年度品川区青少年健全育成基本方針」 

発行 品川区青少年問題協議会 

（事務局） 

品川区子ども未来部子ども育成課庶務係 

〒140-8715 品川区広町 2 丁目 1 番 36 号 

        5742 - 6720 



 

令和６年度青少年健全育成夏季対策パンフレット作成委員会の設置（案） 

                              

１ 目   的 

  夏休みの特徴を考慮し、家庭・学校・地域が連携して青少年の健全育成に取り組

むための一定の指針を示すとともに、青少年の地域活動への参加を積極的に呼びか

けるため、「夏季対策パンフレット」を作成する。 

 

２ 委員の構成 

（１）区立中学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表 １名 

（２）区立小学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表  １名 

（３）区立中学校ＰＴＡ連合会代表              １名 

（４）区立小学校ＰＴＡ連合会代表                   １名 

（５）青少年対策地区委員会代表                １名 

（６）青少年委員代表                        １名 

（７）女性･青年代表                １名 

（８）大森少年センター所長               １名 

（９）子ども未来部 (子ども家庭支援センター)       １名 

（10）教育委員会事務局（教育総合支援センター）      １名 

                                                      計１０名 

 

３ 開催時期 

   ５月頃に２回予定 

 

４ 発行予定部数 

   ２５，０００部 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       【品川区青少年問題協議会事務局】 

                       子ども未来部子ども育成課庶務係 

                             ℡５７４２－６６９２            
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